
地域密着型介護老人福祉施設あわやまの里への入所申込み方法、入所申込みから入所契約までの手続

き及び入所優先順位の決定方法について、以下のとおり、ご説明申し上げます。

１．入所申込み

〈入所の対象者〉

・ ご住所が新潟市の方

・ 要介護3～5の方

・ 要介護1～2であって、やむを得ない事由により居宅において日常生活を営むことが困難で

あると認められる方（新潟市の定める要件を満たした場合→「特例入所」）

＊要介護1～2の方の入所申込みを受けた場合は，施設は新潟市に報告を行うことと

なっています。

〈申込み手続き〉

※ 以下の書類をすべて提出していただくことにより、入所申込み手続きが完了します。

・ 記入例を参照願います。

・ 記入もれ・押印もれがないようご確認下さい。

・ 添付書類も提出願います。

・ 本人が記入できない場合は、ご家族等代理人が代筆してください。

・ ご家族が記入困難な場合は、担当の介護支援専門員等状況がわかる方に

よる記入も可能です。

・ 介護保険被保険者証…緑色

・ 介護保険負担割合証…紫色

・ 介護保険負担額限度額認定証（※お持ちの場合のみ）…ピンク色

・ 社会福祉法人等利用者負担軽減確認証（※お持ちの場合のみ）

・ 医療保険証

・ 担当の介護支援専門員さんに記入していただいてください。

（入所申込することを伝え記載を依頼してください）

* 介護老人保健施設、介護療養型医療施設、他の特別養護老人ホーム

を利用中の方は、その施設の介護支援専門員さんにお願いしてください。

* 意見書を記入できる介護支援専門員がいない場合は、病院（施設）など

の相談員・ソーシャルワーカーに依頼してください。

・ 状態変化時等に介護支援専門員へ再記入を依頼することもございますので

ご了承ください。

※ すべての書類がご用意できましたら、当施設へ直接または郵送で提出してください。

（書類がすべて揃わないと、お手続きが完了できません。ご注意ください。）

※ 土日祝日は担当者不在です

※ その場で内容の確認が必要な場合は、お手数ですが、事前に電話連絡お願いします。

(外出等で不在の場合があります)

保険証類コピー
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入所申込書

入所申込書別紙

介護支援専門員意見書



2．入所優先順位の決定について

新潟市における入所順位の評価基準に基づく入所指針に沿って、透明性・公平性の観点から施設職

員以外の委員を加えた入所検討委員会での協議・検討により、入所優先順位を決定します。

※ 制度の仕組み上、順位は流動します。

なお、入所順位決定の為に必要な範囲で心身の状況等について、本人との面談や、ご利用中のサー

ビス事業所や介護支援専門員、医療機関等への聞き取り調査により確認させていただきます。

3．入所受入れについて

空室発生時は、入所優先順位に沿って受け入れを行います。

心身共に安定し入所可能な状態であることを確認し、利用料金やサービス内容を了承いただいた上で、

入所の意向を確認します。

※ 別紙 ： 「入所申込から入所決定までの流れ」をご確認ください。

〔お申込後にご連絡いただく事項〕

以下の内容に変更があった場合は、入所優先度の再評価となります。大変お手数ですが、変更の

都度、当施設までご連絡いただけると助かります。

要介護度

※新しい介護保険証が届きましたら、写し（コピー）を一部提出して下さい。

認知症等の状況

他施設へ入所した場合や死亡された場合

世帯構成（例：息子一家と同居していたが、高齢者世帯となった等）

主介護者・ご家族の心身の状況（例：主介護者がご病気で介護困難となった等）

主介護者の就労状況（例：主介護者が新しく就労した場合や退職した場合）

その他、入所の必要性に関わると思われる事柄

何かご不明な点等がございましたら、ご遠慮なく当施設までご連絡をお願い致します。

また、施設サービスに関するお問い合わせや見学等をご希望の際は、下記まで連絡してください。

社会福祉法人健悠会

〒９５０－０８４３ 新潟市東区粟山４５５番地１

電話  

担当　　

⑦

④

⑤

⑥

①

②

③

地域密着型介護老人福祉施設あわやまの里

〈お問い合わせ窓口〉

０２５－２７６－７７７２

生活相談員


